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ＳＰＣ法事務ガイドライン新旧対照表 

 

改  正  後 改  正  前 

 

10Ｂ 特定目的会社（旧ＳＰＣ）関係 

 

 「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」附則第２条により、

改正前の「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」（以下「法」という。）の適用を受け

ることとされる平成１２年１１月２９日以前に成立した特定目的会社に関する事務処理については、以

下のとおり取り扱うものとする。 

 

10Ｂ－１ 登録の申請、届出等関係 

 

 法第２章の規定に基づく、特定目的会社の登録の申請並びに変更及び廃業等の届出の事務処理につい

ては、以下のとおり取り扱うものとする。 

 

 

10Ｂ－１－１ 管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長等への内部委任 

 

 特定目的会社の主たる営業所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域

内にある場合においては、管轄財務局長（福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。）

に委任した権限のうち当該特定目的会社が提出する届出書等の受理に関する権限は、当該財務事務所長

又は小樽出張所長若しくは北見出張所長に行わせることができるものとする。 

 

 

10Ｂ－１－２ 登録申請書の受理及び審査 

 

 登録申請書の受理に当たっては、当該申請書の記載事項及び添付書類に不備がないかを確認したうえ

で、別紙様式１［特定目的会社 申請書類チェックリスト］に従い審査するものとする。 

 また、法第１１条第１項の規定に基づく変更登録申請の受理に当たっても、同様に取り扱うものとす

る。  

 

 

10Ｂ－１－３ 登録の申請の処理 

 

(1) 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則（以下「規則」という。）第１７条

第２項の規定による登録済通知書は、次により取り扱うものとする。 

 

 ① 登録番号は、管轄財務局長ごとに、決裁を終了した順に１号から一連番号とするものとする。 

 

 ② 登録番号の（  ）書きには、法第３条の規定に基づく登録及び法第１１条第１項の規定に基づ

 

10Ｂ 特定目的会社（旧ＳＰＣ）関係 

 

（同左） 

 

 

 

 

10Ｂ－１ 登録の申請、届出等関係 

 

 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律（以下「法」という。）第２章の規定に基づく、

特定目的会社の登録の申請並びに変更及び廃業等の届出の事務処理については、以下のとおり取り扱う

ものとする。 

 

10Ｂ－１－１ 管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長等への内部委任 

 

 特定目的会社の主たる営業所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域

内にある場合においては、管轄財務局長（福岡財務支局長を含む。以下同じ。）に委任した権限のうち

当該特定目的会社が提出する届出書等の受理に関する権限は、当該財務事務所長又は小樽出張所長若し

くは北見出張所長に行わせることができるものとする。 

 

 

10Ｂ－１－２ 登録申請書の受理及び審査 

 

（同左）  

 

 

 

 

 

10Ｂ－１－３ 登録の申請の処理 

 

(1) （同左）  

 

 

 ① 登録番号は、財務局長ごとに、決裁を終了した順に１号から一連番号とするものとする。  

 

 ② 登録番号の（  ）書きには、法第３条の規定に基づく登録及び第１１条第１項の規定に基づく
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改  正  後 改  正  前 

く変更登録の回数を記入するものとする。  

 

 ③ 登録がその効力を失った場合は、登録番号は欠番とし、補充は行わないものとする。この場合に

おいて、登録事項を登録簿から抹消するとともに、資産流動化実施計画の縦覧も終了するものとす

る。  

 

(2) 規則第１９条の規定に基づく登録拒否通知書については、拒否の理由に該当する法第８条第１項

各号のうち該当する号の番号、又は登録申請書等のうちに重要な事項について、虚偽の記載がある箇

所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を、具体的に明らかにするものとする。  

  

 

10Ｂ－１－４ 登録事項に係る変更届出書の処理 

 

 変更届出書の受理に当たっては、当該届出書に不備がないかを確認のうえ、次に掲げる事項について

留意するものとする。 

 

(1) 新たに役員又は重要な使用人になった者が法第８条第１項第３号イからホのいずれかに該当する

ことが明らかとなった場合には、届出者に対し、法第１５８条に規定する登録の取消し等の措置を行

うものとする。  

 

(2) 規則第２１条第１項に規定する「その他の書類」とは、従前の登録申請書及びその添付書類並び

に当該届出書の提出の直前に行った検査の報告書の写しとするものとする。 

  また、変更後の主たる営業所を管轄する管轄財務局長は、同条第３項の規定に基づき届出者に対し

通知する登録変更済通知書に、新たな登録番号（（  ）書きは従前のとおりとする。）を付記する

ものとする。  

  

 

10Ｂ－１－５ 資産流動化計画の変更承認申請書の受理及び審査 

 

 法第９条第３項の規定に基づく資産流動化計画の変更に係る承認申請書の受理に当たっては、当該申

請書の記載事項に不備がないかを確認したうえで、資産流動化計画の変更の内容が法令に違反していな

いかどうかについて、別紙様式１中、「定款、資産流動化計画及び資産流動化実施計画等の記載内容に

ついてのチェックリスト」の「資産流動化計画の記載内容」を参考として審査するものとする。  

 

 

10Ｂ－１－６ 資産流動化計画の変更の届出の処理 

 

 資産流動化計画変更届出書の受理に当たっては、当該届出書に不備がないかを確認のうえ、次に掲げ

る事項について留意するものとする。 

 

変更登録の回数を記入するものとする。  

 

 ③ （同左） 

 

  

 

(2) （同左）  

  

 

 

 

10Ｂ－１－４ 登録事項に係る変更届出書の処理 

 

 （同左） 

 

 

(1) （同左）  

 

 

 

(2) 規則第２１条第１項に規定する「その他の書類」とは、従前の登録申請書及びその添付書類並び

に当該届出書の提出の直前に行った検査の報告書の写しとするものとする。 

  また、変更後の主たる営業所を管轄する財務局長は、同条第３項の規定に基づき届出者に対し通知

する登録変更済通知書に、新たな登録番号（（  ）書きは従前のとおりとする。）を付記するもの

とする。  

  

 

10Ｂ－１－５ 資産流動化計画の変更承認申請書の受理及び審査 

 

（同左）  

 

 

 

 

 

10Ｂ－１－６ 資産流動化計画の変更の届出の処理 

 

（同左） 
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改  正  後 改  正  前 

(1) 規則第２２条第１項の規定に係る変更の場合にあっては、上記１０Ｂ－１－４に準じて処理する

ものとする。  

 

(2) 法第９条第６項の規定に基づき、当該届出書に資産流動化実施計画の変更に基づく変更後の資産

流動化実施計画の提出があった際は、新たな資産流動化実施計画が法令に違反していないかどうかに

ついて、別紙様式１中、「定款、資産流動化計画及び資産流動化実施計画等の記載内容についてのチ

ェックリスト」の「資産流動化実施計画の記載内容」を参考として処理するものとする。  

  

 

10Ｂ－１－７ 業務終了の届出の処理 

 

 法第１０条第１項の規定に基づく資産流動化計画に係る業務終了の届出書を受理したときは、当該届

出書に係る登録簿に、同条第２項に掲げる事項を明瞭に付記するものとする。なお、当該届出のあった

日から３年間、法第１１条第１項の規定による変更登録申請がなかった場合は、法第１５８条第２項に

より登録を取り消すことに留意するものとする。  

 

 

10Ｂ－１－８ 登録証明書の発行 

 

 登録を受けた特定目的会社から公的機関に提出する必要がある等の理由により、その者の登録証明の

申請があったときは、別紙様式２により特定目的会社登録証明を行うものとする。  

 

 

10Ｂ－１－９ 特定目的会社登録簿の縦覧 

 

 規則第１８条の規定に基づく特定目的会社登録簿の縦覧については、次により取り扱うものとする。

 

(1) 申請者に別紙様式３による登録簿縦覧申請書の所定事項の記入を求めるものとする。 

  なお、他の管轄財務局長が登録を行った会社に係る縦覧申請があった場合には、当該他の管轄財務

局長が行った登録事項を照会のうえ、縦覧に応じるものとする。  

 

(2) 登録簿の縦覧日及び縦覧時間は、次のとおりとするものとする。 

 

 ① 縦覧日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日、１月２日及び同

月３日並びに１２月２９日から同月３１日までの日以外の日とする。  

 

 ② 縦覧時間は、管轄財務局長が指定する時間内とする。  

 

 ③ 登録簿の整理その他必要がある場合は、上記の縦覧日又は縦覧時間を変更することができるもの

とする。  

(1) 規則第２２条第１項の規定に係る変更の場合にあっては、上記１０－１－４に準じて処理するも

のとする。  

 

(2) （同左） 

 

 

  

  

 

10Ｂ－１－７ 業務終了の届出の処理 

 

（同左） 

 

 

  

 

 

10Ｂ－１－８ 登録証明書の発行 

 

（同左） 

 

 

 

10Ｂ－１－９ 特定目的会社登録簿の縦覧 

 

（同左） 

 

(1) 申請者に別紙様式３による登録簿縦覧申請書の所定事項の記入を求めるものとする。 

  なお、他の財務局長が登録を行った会社に係る縦覧申請があった場合には、当該他の財務局長が行

った登録事項を照会のうえ、縦覧に応じるものとする。  

 

(2) （同左） 

 

 ① （同左）  

 

 

 ② 縦覧時間は、財務局長が指定する時間内とする。  

 

 ③ （同左） 
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改  正  後 改  正  前 

  

(3) 登録簿は、管轄財務局長が指定する縦覧場所の外に持ち出すことができないものとする。  

 

(4) 次に該当する者の縦覧を停止又は拒否することができるものとする。 

 

 ① 上記(1)から(3)まで又は係員の指示に従わない者  

 

 ② 登録簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者  

 

 ③ 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者 

 

  

(3) 登録簿は、財務局長が指定する縦覧場所の外に持ち出すことができないものとする。  

 

(4) （同左） 

 

 ① 上記(1)から(3)又は係員の指示に従わない者  

 

 ② （同左） 

 

 ③ （同左） 

 

10Ｂ－２ ＳＰＣの登録等に関する定期報告等 

  

10Ｂ－２－１ 登録関係 

 

(1) 登録又は登録の拒否を行った場合には、その都度、登録済通知書（写）又は登録拒否通知書（写

）を監督局長あて送付するものとする。  

 

(2) 廃業の届出書を受理した場合には、その都度、当該届出書（写）を監督局長あて送付するものと

する。  

 

(3) 半期間（４月から９月までの間及び１０月から翌年３月までの間）ごとの登録状況を別紙様式４

により作成し、１０月末又は４月末までに監督局長あて報告するものとする。  

  

 

10Ｂ－２－２ 事業報告書 

 

 事業報告書を受理した場合には、添付書類として提出のある貸借対照表より別紙様式５による特定資

産残高等を集計のうえ、４月から９月の間に営業年度が終了する特定目的会社にあっては翌年１月末ま

でに、１０月から翌年３月の間に営業年度が終了する特定目的会社にあっては７月末までに、監督局長

あて報告するものとする。  

 

 

10Ｂ－２－３ 監督処分の通知 

 

(1) 法第１５７条の規定による監督処分を行った場合は、当該監督処分に係る是正命令（写）を監督

局長あて送付するものとする。  

 

(2) 法第１６０条の規定による公告を行った場合は、当該公告に係る官報の写しを、監督局長あて送

 

10Ｂ－２ ＳＰＣの登録等に関する定期報告等 

  

10Ｂ－２－１ 登録関係 

 

(1) （同左） 

 

 

(2) （同左） 

 

 

(3) （同左） 

  

 

 

10Ｂ－２－２ 事業報告書 

 

 （同左）  

 

 

 

 

 

10Ｂ－２－３ 監督処分の通知 

 

(1) 法第１５７条の規定による監督処分を行った場合は、当該是正命令（写）を監督局長あて送付す

るものとする。  

 

(2) （同左）  
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改  正  後 改  正  前 

付するものとする。 

 

 

 

10Ｂ－３ 検査結果に基づく監督上の処分に係る標準処理期間 

 

 法第１５７条及び第１５８条の規定に基づき監督上の処分を命ずる場合には、検査部門からの検査結

果通知（写）を受理したときから、おおむね１ヶ月（管轄財務局長から金融庁長官への協議を要する場

合はおおむね２ヶ月）以内を目途に行うものとする。 

 なお、当該検査結果通知（写）において指摘された事項等につき、管轄財務局長が事実確認等のため

に特定目的会社に対して報告徴求を行った場合は、報告書を受理したときからおおむね１ヶ月（管轄財

務局長から金融庁長官への協議を要する場合はおおむね２ヶ月）以内を目途に行うものとする。 

 

（注１）「報告書を受理したとき」の判断においては、以下の点に留意する。  

  ⅰ）複数回にわたって法第１５６条第１項の規定に基づき報告を求める場合（直近の報告書を受理

したときから上記の期間内に報告を求める場合に限る。）には、最後の報告書を受理したときを

指すものとする。 

  ⅱ）提出された報告書に関し、資料の訂正、追加提出等（軽微なものは除く。）を求める場合には

、当該資料の訂正、追加提出等が行われたときを指すものとする。 

（注２）弁明・聴聞等に要する期間は、標準処理期間には含まれない。  

（注３）標準処理期間は、処分を検討する基礎となる情報ごとに適用する。 

 

 

（新設） 

 

（削除） 

 

10Ｂ－３ その他  

  

 租税特別措置法第８３条の７の規定に基づく登録免許税軽減のための同法施行規則第３１条の９に

規定する証明書の発行については、以下のとおり取り扱うものとする。 

 なお、租税特別措置法第８３条の７の規定の適用を受けることができる日は、当該特定資産取得から

１年を経過した日（初日不算入）であることに留意するものとする。 

 （例：特定資産の取得日が平成10年９月１日である場合租税特別措置法第87条の７の規定の適用を受

けることができる期限 平成11年９月１日） 

 

10Ｂ－３－１ 所有権の移転の登記の登録免許税軽減に係る証明書の発行 

 

(1) 特定目的会社からの証明申請書及び財務局長が発行する証明書は、別紙様式６によるものとする。

 

(2) 申請者に、証明申請書の所定の事項の記入を求めるとともに、申請書に記載された取得日を確認

するため、不動産売買契約書写し等の添付を求めるものとする。 

 

(3) 証明申請書の提出があった場合には、申請書の記載事項につき、登録簿、資産流動化実施計画及

び添付書類により、 
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改  正  後 改  正  前 

 

 ① 申請者が法の登録を受けた特定目的会社であること 

 

 ② 別紙記載の不動産が特定資産に該当し、記載内容が登録簿により確認できること 

 

 ③ 当該不動産の取得日が添付書類により確認できる日付であること 

 

 を確認のうえ、証明書を発行するものとする。 

  

  

10Ｂ－３－２ 質権又は抵当権の移転の登記の登録免許税軽減に係る証明書の発行 

 

(1) 特定目的会社からの証明申請書及び財務局長が発行する証明書は、別紙様式７によるものとする。

 

(2) 申請者に、証明申請書の所定の事項の記入を求めるとともに、申請書に記載された取得日を確認

するため、債権譲渡契約書写し等の添付を求めるものとする。 

 

(3) 証明申請書の提出があった場合には、申請書の記載事項につき、登録簿、資産流動化実施計画及

び添付書類により、 

 

 ① 申請者が法の登録を受けた特定目的会社であること 

 

 ② 別紙記載の不動産の質権又は抵当権が設定された指名金銭債権が特定資産に該当し、記載内容が

登録簿により確認できること 

 

 ③ 当該指名金銭債権の取得日が添付書類により確認できる日付であること 

 

 を確認のうえ、証明書を発行するものとする。 

 

 


